
 

○付属機関の設置に関する条例 

昭和３８年１０月１７日 

条例第９７号 

（趣旨） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定

による執行機関の付属機関の設置については、法律若しくはこれに基づく政

令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるとこ

ろによる。 

（昭４９条例４６・一部改正） 

（設置） 

第２条 別表の中欄に掲げる機関は、左欄の執行機関の付属機関として置かれ

るものとし、その担任する事項は、右欄に記載するとおりとする。 

（委任） 

第３条 前条の付属機関の組織、所掌事務及び委員その他の構成員並びにその

運営について必要な事項は、付属機関の属する執行機関が定める。 

（昭４９条例４６・一部改正） 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和３８年１２月２９日条例第１０６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和３９年３月３１日条例第８７号） 

１ この条例は、昭和３９年４月１日から施行する。 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

（１） 八幡市学校給食審議会条例（昭和２８年八幡市条例第３号） 

（２） 八幡市産業教育審議会条例（昭和２８年八幡市条例第２６号） 

付 則（昭和３９年１０月１日条例第１２７号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 小倉市附属機関設置条例（昭和２９年小倉市条例第２９号）の一部を次の

ように改正する。 



 

〔次のよう略〕 

付 則（昭和４０年３月３１日条例第３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和４０年７月２１日条例第３１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和４０年８月１日条例第４３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和４２年７月１１日条例第２４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和４３年１２月２４日条例第６８号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和４４年１月１日から施行する。 

付 則（昭和４４年４月１日条例第５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和４４年１２月２２日条例第３８号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和４５年４月１日条例第１９号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和４５年１０月１日から施行する。ただし、第６条、第７

条、第８条および付則第２項の規定は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和４６年１２月２１日条例第６８号）抄 

（施行期日） 

第１条 この条例は、昭和４７年１月１日から施行する。 

付 則（昭和４８年３月２８日条例第９号） 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和４８年４月１日から施行する。 

（北九州市風致地区条例の一部改正） 

２ 北九州市風致地区条例（昭和４５年北九州市条例第２２号）の一部を次の

ように改正する。 



 

〔次のよう略〕 

付 則（昭和４９年３月２７日条例第５号） 

この条例は、昭和４９年４月１日から施行する。 

付 則（昭和４９年１０月１１日条例第４６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和５１年４月１日条例第１６号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和５１年７月１日条例第２３号） 

この条例は、昭和５１年８月１日から施行する。 

付 則（昭和５２年４月１１日条例第１６号） 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

（昭和５２年規則第４５号で昭和５２年６月２０日から施行） 

付 則（昭和５７年３月２９日条例第５号） 

この条例は、昭和５７年４月１日から施行する。 

付 則（昭和５７年１２月１４日条例第３７号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和５７年１２月２５日から施行する。 

付 則（昭和５９年３月１７日条例第３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和６１年１０月６日条例第２９号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和６２年６月３０日条例第１６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和６３年１２月２０日条例第３５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成１０年３月２７日条例第３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成１２年３月２９日条例第３０号）抄 



 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

付 則（平成１４年６月２４日条例第５３号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

（平成１４年規則第８４号で平成１４年１０月１６日から施行） 

付 則（平成１５年３月２７日条例第１４号） 

この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 

付 則（平成１５年１０月１０日条例第６０号） 

この条例は、平成１５年１１月１日から施行する。 

付 則（平成１７年３月２３日条例第６号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

付 則（平成１９年１０月４日条例第３２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２０年１２月１２日条例第５４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２４年３月２９日条例第６号） 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

付 則（平成２４年１２月１０日条例第４５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２５年６月２６日条例第２３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２５年１２月１３日条例第４０号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２５年１２月１９日条例第５３号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年１月１日から施行する。 

付 則（平成２６年３月３１日条例第４号） 



 

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成２６年４月１

日から施行する。 

付 則（平成２６年６月２５日条例第３３号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年７月１日から施行する。 

付 則（平成２６年７月１日条例第４３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２６年１２月１５日条例第６４号） 

この条例は、平成２７年１月１日から施行する。 

付 則（令和６年１２月２０日条例第５０号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

別表（第２条関係） 

（昭３８条例１０６・昭３９条例３７・昭３９条例１２７・昭４０条例

３・昭４０条例３１・昭４０条例４３・昭４２条例２４・昭４３条例６

８・昭４４条例５・昭４４条例３８・昭４５条例１９・昭４６条例６８・

昭４８条例９・昭４９条例５・昭４９条例４６・昭５１条例１６・昭５

１条例２３・昭５２条例１６・昭５７条例５・昭５７条例３７・昭５９

条例３・昭６１条例２９・昭６２条例１６・昭６３条例３５・平１０条

例３・平１２条例３０・平１４条例５３・平１５条例１４・平１５条例

６０・平１７条例６・平１９条例３２・平２０条例５４・平２４条例６・

平２４条例４５・平２５条例２３・平２５条例４０・平２５条例５３・

平２６条例４・平２６条例３３・平２６条例４３・平２６条例６４・令

６条例５０・一部改正） 

付属機関の

属する執行

機関 

付属機関 担任する事項 

市長 北九州市入札等監視委員

会 

北九州市が行う公共工事の入札及び契

約の過程並びに契約の内容について審

議し、意見の具申又は勧告を行うこと



 

並びに北九州市が行う入札及び契約に

係る苦情について調査審議すること。 

北九州市自治基本条例に

基づく市政運営の評価検

討委員会 

市長の諮問に応じ、市政が北九州市自

治基本条例（平成２２年北九州市条例

第３０号）に沿って運営されているか

どうかを評価し、同条例について必要

な見直しに関する事項を調査審議する

こと。 

北九州市住居表示審議会 市長の諮問に応じ、北九州市の市街地

における住居表示制度の実施について

調査審議すること。 

北九州市交通安全対策会

議 

北九州市交通安全計画を作成し、及び

その実施を推進すること並びに北九州

市の区域における陸上交通の安全に関

する総合的な施策の企画に関して審議

し、及びその施策の実施を推進するこ

と。 

北九州市社会福祉法人等

審査会 

市長の諮問に応じ、社会福祉法人の設

立の認可及び社会福祉施設等の整備に

対する補助等の対象の選定について審

査すること。 

北九州市医療扶助審議会 市長の諮問に応じ、生活保護法（昭和

２５年法律第１４４号）に基づく医療

扶助の適正な実施を図るため、要保護

者の入退院その他医療の要否及び給付

について審議すること。 

北九州市予防接種健康被

害調査委員会 

市長の諮問に応じ、予防接種法（昭和

２３年法律第６８号）第１５条第１項

の給付の請求に係る事実その他予防接



 

種による健康被害に係る事項について

医学的な見地から調査審議すること。 

北九州市人権施策審議会 市長の諮問に応じ、北九州市の人権施

策の推進に係る基本的事項を調査審議

すること。 

北九州市公害健康被害補

償診療報酬審査会 

市長の諮問に応じ、公害健康被害の補

償等に関する法律（昭和４８年法律第

１１１号）第２３条第１項に規定する

公害医療機関からの診療報酬の請求に

係る診療内容及び診療報酬を審査する

こと。 

北九州市小児慢性特定疾

病対策協議会 

市長の諮問に応じ、児童福祉法（昭和

２２年法律第１６４号）第１９条の３

第３項に規定する小児慢性特定疾病医

療費の支給の認定に関し必要な事項を

調査審議すること。 

北九州市児童福祉施設等

第三者評価委員会 

市長の諮問に応じ、児童福祉施設等の

経営者が社会福祉法（昭和２６年法律

第４５号）第７８条第１項に規定する

措置を講ずることを援助するため、当

該児童福祉施設等が提供する福祉サー

ビスの質を評価すること及び当該評価

の実施に関し必要な事項を調査審議す

ること。 

北九州市新成長戦略会議 市長の諮問に応じ、北九州市の産業雇

用戦略のビジョンの策定について調査

審議すること。 

北九州市中央卸売市場等

開設運営協議会 

市長の諮問に応じ、北九州市中央卸売

市場及び北九州市公設地方卸売市場の



 

開設及び業務の運営に関し必要な事項

を調査審議すること。 

北九州市風致審議会 市長の諮問に応じ、北九州市風致地区

に関する重要事項について調査審議す

ること。 

北九州市住宅委員会 市長の諮問に応じ、市営住宅の使用者

の選考方法を審議すること。 

北九州市上下水道事業審

議会 

市長の諮問に応じ、水道事業、水道用

水供給事業、工業用水道事業及び下水

道事業の経営に関する事項について調

査審議すること。 

教育委員会 北九州市奨学資金貸付審

議会 

教育委員会の諮問に応じ、奨学資金の

貸付けについて審議すること。 

北九州市学校給食審議会 教育委員会の諮問に応じ、学校給食に

ついて審議すること。 

北九州市文化財保護審議

会 

教育委員会の諮問に応じ、北九州市に

所在する文化財について調査審議する

こと。 

北九州市教職員身体検査

審議会 

教育委員会の諮問に応じ、北九州市立

学校教職員の採用、休職、復職及び免

職の場合における身体検査について調

査審議すること。 

北九州市教育支援委員会 教育委員会の諮問に応じ、障害のある

幼児、児童及び生徒の障害の種類及び

程度の判定、就学先の決定並びに就学

先決定後の一貫した支援に関する事項

について調査審議すること。 

 


